
仕 様 書

１ 修繕名称

男鹿海洋高校トイレ洋式化及び自動水栓化修繕

２ 履行場所

秋田県立男鹿海洋高等学校（男鹿市船川港南平沢字大畑台４２）

３ 修繕対象

校内トイレの既存和式便器を撤去し洋式便器を設置、手洗器の単水栓を撤去し自動水栓

を設置する。

トイレ洋式化改修数 １３箇所（別添図面のとおり）

自動水栓化改修数 １４箇所（別添図面のとおり）

４ 修繕概要

① 校内トイレの既存和式便器を撤去し、洋式便器を設置。洋式便器は暖房便座機能付き（温

水洗浄機能なし）のものとする。

② 改修対象トイレブースの扉を内開きから外開きに変更。

③ 擬音装置の取付（女子トイレのみ 箇所）

④ 校内トイレの単水栓を撤去し、自動水栓を設置。

⑤ 機器設備の設置に伴う電源等改修工事。

⑥ 機器設備の撤去及び設置に伴う内装工事。

⑦ 実測調査、資材運搬及び取付調整等に関する業務。

⑧ その他必要に応じて発注者及び受注者が協議のうえ定める業務。

５ 履行期間

契約締結の日から令和４年３月３１日まで

６ その他

・ 受注者は、契約に基づき、常に発注者と密接な連絡をとり、その指示に従うこととする。

・ 受注者は、業務経過を必要に応じて発注者に報告することとする。

・ 騒音や断水が発生する作業は、授業等に支障が無い時間帯に実施することとする。

・ 修繕期間中は、学校内の安全に配慮し、生徒・来校者等への安全を心がけることとする。

・ 廃棄物の処理については、関係法令を遵守し、適正に処理すること。

・ 業務上必要とする図面・書類等については、必要に応じて閲覧できることとする。

・ 仕様書等に明示されていない事項又は内容について、疑義が生じた場合は、発注者と協

議し、その指示に従うものとする。


